
特定金属くず買受業の届出の方法について

【開始の届出】
特定金属くず買受業の開始の前日までに届出をしてください。
提出先は営業所の所在地を管轄する警察署になります。

※既に特定金属くず買受業を営んでいる方は令和８年８月31日
までに届出をしてください。

【届出に必要な書類】
●営業開始届出書１通
届出事項：氏名、法人の場合は法人の名称、住所・営業所の名称、

営業所の所在地、営業所の電話番号やメールアドレス等
の連絡先、特定金属くずの保管場所の所在地 等

●添付書類
・営業所と特定金属くず保管場所の平面図
・営業所と保管場所の周囲の図面 (周辺の建物が分かる図面)
・個人の場合は住民票の写し
・法人の場合は定款・登記事項証明書・代表者の住民票の写し
※住民票の写しは本籍又は国籍記載のもの

【変更・廃止の届出】
届出事項変更又は事業の廃止の場合は事由の発生から
14日以内（登記事項証明書の添付を要する場合は20日以内）
に届出をしてください。

※いずれの届出も手数料は不要です。

届出書
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特定金属くず買受業者

特定金属くず＝主として銅からなる金属くず(銅線、銅板、その他の銅製品など）

～令和８年６月１日から、特定金属くず買受業を営む方は
公安委員会への届出が必要となります～


